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巾着田利用調整協議会

巾着田は多くの方がＢＢＱや川遊びに訪れます。一方で、「原風景の保全」を望む声も多く、清流の宝石「かわせみ」が飛
来することから、自然環境の保護とにぎわいの創出の両立が課題となっています。
そこで、民間活力を活用し自然環境を保護しつつ賑わいを創出し、県を代表する景勝地を目指します。

■オーバーツーリズム対策
・駐車場入場時の⾧時間の待機
・人の溢れた河原でのBBQ、水遊び

■ゴミ問題
・ゴミの不法投棄問題
・袋ごとのポイ捨てやコンロ、包丁など
・ゴミ回収費用の問題

■原風景の維持の問題
・維持管理経費の問題
・BBQ利用者は９割以上が市外の方

■年間を通した利活用の問題
・年間来場者の多くは秋の曼珠沙華の時期
・冬は来場者が激減

課題

■管理された河川でのBBQ、水遊び
・利用料を設定することにより、過度な来場を抑制
・交通整理や現地での見回りなどの人員の配置

■ゴミの回収対応
・ゴミの回収場所を設けることによりポイ捨てを抑制
・炭の回収サービスを実施

■施設整備
・利用料を徴収することにより整備費用を捻出
・河川の利用を促すための階段やスロープの整備
工事の実施

■付帯サービスの検討
・炭や日高市の食材などの提供を行えるように
地域事業者と連携を検討
・巾着田での店舗出店などを検討

対策

目的

１.巾着田の利活用について
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■河川火気使用有料化
有料化によりゴミの減少などの一定の効果が見られ、再訪希望も多く、管理された静

かな巾着田を楽しんでいただくため、令和８年度からゴールデンウィーク及び夏季におい
て、火気使用の有料化事業を開始する。

■その他商業利用及び利活用検討
河川エリア外の巾着田の内側の活用については、さらなる検討およびインフラ等の整

備が必要であるため、次年度も事業化を実施せずに活用の検討を継続する。

■河川敷内
県から「都市地域再生等利用区域指定」を受け、年額使用料（１㎡＝15円、約11,371㎡

＝約1７万円）を支払い、事業化を行いながら必要な整備の検討を行う。

■高麗郷古民家、旧高麗小学校
観光拠点として活用が可能かどうか検討を行う。

■都市公園内
当面の間は店舗の設置等は想定せず、現状の第一駐車場等でのキッチンカー出店を

継続実施する。

・火気使用有料化実証実験を実施し、ゴミの不法投棄の減少や来場マナーの向上により、環境負荷軽減
に一定の効果が見られた。
・アンケート調査の結果、料金についての意見が多かったものの、再来訪の希望が多い（７割）状況と
なっている。
・短期間の「イベント的」事業としては相応の収支を確保したものの、中長期的には施設整備の面も含め
収益化モデルの再考が必要である。

施設整備の検討

利活用方針

実証実験実施結果

２.これまでの検討経緯

施設使用

河川管理者（埼玉県）

占用者（日高市）

施設使用者
（巾着田管理事務所）

民間事業者

河川法許可河川占用料

河川占用料
相当額納入

選定

依頼
河川占用料
相当額納入
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・令和８年４月21日付埼玉県に河川占用申請

・施設（指定を受けた河川区域）の使用者（（一社）巾着田管理事務所）を決定
巾着田利用調整協議会の中で、施設使用者選定等委員会（会長の指名
する委員もって構成する委員会）を設置し決定する

・令和８年２月17日付、埼玉県に対し区域指定等に関する要望書を提出

・令和８年３月４日付、埼玉県から区域指定を受ける

施設使用者の選定

河川占用申請

区域指定要望

３.事務手続き
全体の流れ

区域指定要望

区域指定

河川占用申請

施設使用者選定等
委員会

・市と施設（指定を受けた河川区域）の使用者で施設使用契約を締結

施設使用契約の締結
施設使用者決定

施設使用契約

施設使用案調整

事業化

・ゴールデンウィーク期間中、河川での火気使用有料化を実施
火気使用有料期間：令和８年５月２日（土）～令和８年５月10日（日）

・ゴールデンウィーク以降、夏季については施設使用者が委託する民間事業者、
実施期間、内容等別途検討

施設使用案
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火気使用有料化
【実施期間】
令和８年５月２日(土)～５月10日(日)
【実施場所】
右図のとおり
【実施事業者】
一般社団法人巾着田管理事務所
日高市大字高麗本郷125-2

【実施内容】
① 有料化エリアにおけるBBQ利用料金の徴収
② ゴミ回収サービスの実施
③ 期間中は駐車場内にキッチンカー出店予定

【料金等】
火気使用 大人 1,000円/１日（中学生以下無料）
※電気調理器での調理行為も火気使用と同様に
有料となります。
※火気使用は有料化エリア内のみとし、水遊びエリア
での火気使用は禁止となります。

【その他】
ゴールデンウィーク以降の予定については、夏季に
実施予定となりますが、詳細は検討中です。

４.ゴールデンウィーク実施事業の内容（案）
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実施時期 実施内容 実施概要

令和７年度
（継続） 設計 巾着田河川敷と第一駐車場とのスロープや階段複数か所の委託設計

（発注者:飯能県土整備事務所）

令和８年度
以降

整備工事 巾着田河川敷と第一駐車場とのスロープや階段複数か所の委託工事
（発注者:飯能県土整備事務所）

計画策定 R６・R７の実証実験結果及びR8の事業化結果を踏まえ
下水道インフラを含む巾着田全体の整備計画を策定

整備・事業拡大 巾着田の整備を実施
事業の拡大を予定

事業全体スケジュール

整備予定

【R8検討事項】
整備の検討

観光拠点の検討
冬季の賑わい創出の検討

R9
以降

R8
4月

第13回巾着田
利用調整協議会

R8
GW

【BBQ有料化】

R8
夏季

【BBQ有料化】

【R9以降検討事項】
巾着田整備計画策定

整備の検討
観光拠点の検討

冬季の賑わい創出の検討

５.今後のスケジュール

R8
冬季

【整備工事】
階段
スロープ
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